
 
 

別紙様式第二十一号の三（第二百四十六条の五関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第 1 期説明書類 
 

2024年4月1日 

商号又は名称  B&Mアセットマネジメント合同会社 

住所又は所在地 東京都港区白金台三丁目 10番 10号 

 氏名      代表社員 

ブローン・キャピタル・マネジメン

ト（シンガポール）ピーティーイー

リミテッド 

職務執行者 スコット・ラインハルト 

                             

１ 業務の状況 

⑴ 届出年月日 

① 法第63条第２項又は第63条の３第１項の届出 

    令和4年3月28日 

② 証券取引法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第65号）附則第48条第２項、第４項又は

第６項の届出 

    該当なし 

 

⑵ 行っている業務の種類 

  適格機関投資家等特例業務（私募及び運用） 

 

⑶ 当期の業務概要 

B&Mアセットマネジメント合同会社は、B&M投資事業有限責任組合のゼネラルパートナーとして

設立されました。2023年12月期に関しては、B&M投資事業有限責任組合のローンチを達成しまし

た。2023年12月までに、様々な再生可能エネルギーの投資機会を見てきましたが、合計237MWの

案件の検討を行いつつ、53MWの案件の購入・契約書のサイニングを達成いたしました。 

 

⑷ 役員及び使用人の状況 

  ① 役員及び使用人の総数 

 
役 員 

 
使 用 人 計 

うち非常勤 

総 数  1 名   0名     0名   1名 

 

② 役員の状況 

役 職 名 氏 名 又 は 名 称 

代表社員 

ブローン・キャピタル・マネジメント（シンガポ

ール）ピーティーイーリミテッド 

（職務執行者 スコット・ラインハルト） 

2023年  1月  1日から 
2023年 12月 31日まで 



 
 ③ 役員の業績連動報酬の状況 

 役員の業績連動報酬の状況 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の状況 

名 称 所 在 地 役員及び使用人 

本店 東京都港区白金台三丁目10番10号 1名 

計 1  店  計 1 名 

 

⑹ 外部監査の状況 

公認会計士又は監査法人の氏名又は名称 監 査 の 内 容 

該当なし  

 

  ⑺ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。） 

出資対象事業持分の

名称 

B&M投資事業有限責任組合 

出資対象事業の内容 

日本国内の再生可能エネルギープロジェクトへの投資として、主とし

て発電プロジェクトを保有する会社が発行する匿名組合出資持分の取

得、保有、管理、処分その他の運用 

出資対象事業持分の

種別 

投資事業有限責任組合契約 

出資金払込口座の所

在地 

 

資金の流れ  

存続期間  

出資者の状況 

出資者の区分 出資者数 

適格機関投資家 4名 

 うち個人 0名 

適格機関投資家以外の者 0名 

 うち個人 0名 

合 計 4名 



 

適格機関投資家の出

資額及び出資割合 

出資額 3,800,000,000円 

出資割合 100％ 

第 233 条の３各号に

掲げる者を相手方と

する場合 

第233条の３各号に掲げる者の有

無 
 

監査の状

況 

公認会計士又は監査

法人の氏名又は名称 
 

監査の内容  

 

 (7－2) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

出資対象事業持分の

名称 

 

出資対象事業の内容  

出資対象事業持分の

種別 

 

出資金払込口座の所

在地 

 

資金の流れ  

存続期間  

出資者の状況 

出資者の区分 出資者数 

適格機関投資家 名 

 うち個人 名 

適格機関投資家以外の者 名 

 うち個人 名 

合 計 名 

適格機関投資家の出

資額及び出資割合 

出資額     円 

出資割合 ％ 

第 233 条の３各号に

掲げる者を相手方と

する場合 

第 233 条の３各号に掲げる者の

有無 
 

監査

の状

況 

公認会計士又は監査法人

の氏名又は名称 
 

監査の内容  

 

２ 経理の状況 

 

貸借対照表、損益計算書を作成することとする。 

 

届出者が会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社以外の法人である場合に

は損益計算書の作成を要しないが、貸借対照表において当期純損益を記載すること。 



 
届出者が法人格なき組合等を構成する者として届出を行った者である場合には、当該組合等の貸

借対照表、損益計算書を作成すること。ただし、最終事業年度に係る貸借対照表に出資金等として

計上した額が５億円以上である組合等又は負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である組合

等以外の組合等である場合には、損益計算書の作成を要しないが、貸借対照表において当期純損益

を記載すること。 

届出者が個人である場合には、貸借対照表、損益計算書の作成を要しない。 

 

 


